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青
森
県
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
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村

申
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青
森
県
規
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六
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青
森
県
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
規
則
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平
成
十
七
年
十
一
月
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森
県
規
則
第
百
四
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の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
規
則

第
一
条
中

｢

青
森
県
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例｣

を

｢

青
森
県
療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー

条
例｣

に
改
め
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。

第
五
条
第
一
号
中｢

青
森
県
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
第
二
条
第
一
項｣

を｢

青
森
県
療
育
福
祉
・

医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
第
二
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
実
技
試
験
に

係
る
技
能
検
定
試
験
受
験
手
数
料
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
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収
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試

験
に
係
る
技
能
検
定
試
験
受
験
手
数
料
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
実
技
試
験
に

係
る
技
能
検
定
試
験
受
験
手
数
料
の
額
を
定
め
る
規
則

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
百
十
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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に
、

｢

一
万
三
千
七
百
円｣

を

｢

一
万
四
千
九
百
円｣

に
、

｢

一
万
二
千
百
円｣

を

｢

一
万
三
千
百

円｣

に
改
め
、
第
二
項
の
表
中

｢

ウ
エ
ル
ポ
イ
ン
ト
施
工｣

の
下
に

｢

、
化
学
分
析｣

を
加
え
、

｢
一
万
千
円｣

を｢

一
万
千
九
百
円｣

に
、｢

九
千
百
円｣

を｢

九
千
九
百
円｣

に
、｢

八
千
百
円｣

を

｢
八
千
七
百
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
号

青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
一
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
四
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
各
号
中

｢

百
分
の
百
五｣

を

｢

百
分
の
百
八｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中

｢

五
、
九
七
〇
円｣

を

｢

五
、
九
九
〇
円｣

に
、

｢

五
、
八
〇
〇
円｣

を

｢

五
、
八
七
〇

円｣

に
、

｢

徴
収
事
務
コ
ー
ス｣

を

｢

税
務
・
徴
収
コ
ー
ス｣

に
、

｢

六
、
一
四
〇
円｣

を

｢

六
、

一
二
〇
円｣

に
、

｢

税
務
会
計
特
別
コ
ー
ス｣

を

｢

会
計
コ
ー
ス｣

に
、

｢

五
、
六
〇
〇
円｣

を

｢

五
、
七
四
〇
円｣

に
、

｢

二
、
三
六
〇
円｣

を

｢

二
、
三
二
〇
円｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発

す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
号

平
成
十
五
年
八
月
八
日
青
森
県
告
示
第
五
百
十
三
号

(

青
森
県
立
三
沢
航
空
科
学
館
の
食
堂
施
設

及
び
売
店
施
設
の
使
用
料
の
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中

｢

七
十
九
万
八
千
三
百
円｣

を

｢

八
十
二
万
千
百
円｣

に
、

｢

三
十
九
万
千
三
百
円｣

を

｢

四
十
万
二
千
四
百
円｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

平
成
十
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
十
三
号

(

県
民
福
祉
プ
ラ
ザ
の
喫
茶
施
設
の
使
用
料
の

額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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｢

八
十
万
三
千
二
百
五
十
円｣

を

｢

八
十
二
万
六
千
二
百
円｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

(

青
森
県
立
美
術
館
の
食
堂
施
設
及
び

売
店
施
設
の
使
用
料
の
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中｢

八
十
三
万
四
千
八
百
円｣

を｢
八
十
五
万
八
千
六
百
円｣

に
、｢

六
十
六
万
五
千
六
百
円｣

を

｢

六
十
八
万
四
千
六
百
円｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日
青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号
(

青
森
県
営
浅
虫
水
族
館
の
食
堂

施
設
の
使
用
料
の
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

｢

七
十
六
万
七
千
三
百
円｣

を

｢

七
十
八
万
九
千
二
百
円｣

に
改
め
る
。
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発
行
所
・
発
行
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭
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行
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